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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、当社及び当社子会社の経営の健全性ならびに透明性を高めることを通じて企業価値の最大化を図ることが重要であると考えておりま
す。このため、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題と認識し、業務執行に対する厳正な監督機能の充実や内部統制システムに基づ
く業務執行の妥当性、適法性ならびに効率性のチェック・管理機能を有効に発揮させることによって、経営の健全性並びに透明性の向上に積極的
に取り組んでおります。さらに役員及び従業員のコンプライアンスの徹底についても、重要施策として積極的に取り組んでおります。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

MSIP CLIENT SECURITIES 955,612 4.99

川村　剛 555,500 2.90

小野薬品工業株式会社 504,500 2.63

上原　俊彦 500,000 2.61

堀田　和男 468,800 2.44

吉野　公一郎 333,900 1.74

小川　義水 255,000 1.33

BYN GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) 195,241 1.02

BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE 180,304 0.94

鈴木　隆啓 149,000 0.77

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――



３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 グロース

決算期 12 月

業種 医薬品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 14 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

有田　篤雄 他の会社の出身者

松井　隆雄 公認会計士

鈴木　香 他の会社の出身者

寺田　勝基 公認会計士 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

有田　篤雄 ○ ○ ―――

有田篤雄氏は、主に事業管理を長年にわたり
経験する等、経営に関する豊富な経験に基づ
き、さらに財務部、関係会社監査役の経験によ
り、財務会計の専門的な見地から、取締役会
の意思決定の妥当性及び適正性を確保するた
めの助言・提言を行っていただけると考えてお
ります。

同氏は、当社の一般株主との間に利益相反が
生じるおそれはなく独立役員として適格である
と判断しております。

松井　隆雄 ○ ○ ―――

松井隆雄氏は、主に公認会計士としての豊富
な経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当
性及び適正性を確保するための積極的な助
言・提言を行っていただけると考えております。
同氏は、上記a～kのいずれにも該当しておら
ず、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと
判断していることから、独立役員として適格で
あると判断しております。

鈴木　香 ○ ○ ―――

鈴木香氏は、国内外の製薬企業において、事
業開発、パートナリング分野における要職を歴
任し、豊富な経験と知見、人脈を有しておりま
す。社外取締役として当社の企業価値向上の
ため、当社のパートナリング活動に対する有用
な助言が期待されるとともに、客観的、中立的
立場から経営に対する監督を行っていただけ
るものと考えております。

同氏は、当社の一般株主との間に利益相反が
生じるおそれはなく独立役員として適格である
と判断しております。

寺田　勝基 ○ ○

寺田勝基氏は、有限責任監査法人トーマ
ツに在籍中、幣社の関与社員として2007
年12月期から2012年12月期の監査に関
与していました。

寺田勝基氏は、公認会計士としての豊富な経
験と高度な知識を有するとともに、事業会社の
経営者として経営に関与し、管理面や内部統
制の構築を担う等、経営者の立場からの視座
も有しており、当社の職務執行に対する監督、
助言を独立した立場から、客観的におこなって
いただけるものと考えております。一般株主と
利益相反が生じる恐れがないと判断しているこ
とから、独立役員として適格であると判断して
おります。



【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

委員長（議長）

監査等委員会 4 1 0 4 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会がその職務を補助すべき取締役または使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議の上、経営管理本部担当
取締役または所属部員を、監査等委員会を補助すべき取締役および使用人として指名することができます。監査等委員会が指定する補助すべき
期間中は、指名された取締役または使用人への指揮権は監査等委員会に移譲されたものとし、他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の
指揮命令は受けないものとします。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会は会計監査人と監査及び四半期計画、期末決算の会計監査結果及び四半期決算毎のレビュー結果の報告を受けるなど、適宜ミー
ティングを行い、意見交換や情報の共有化を行っています。

また、監査等委員会は内部監査室と適宜ミーティングを行い、意見交換や情報の共有を図っており、内部監査室による内部監査時には、必要に
応じて立会いを行っております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を満たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。



【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

当社の取締役の報酬は、優秀な人材の確保および当社の企業価値の向上と持続的成長に向けた業務遂行のインセンティブとして十分に機能す
るようにすることを基本方針として決定いたします。

業績連動報酬は、当社の事業が大きく進展した際、例えば、当社パイプラインの導出による契約一時金収入あるいはマイルストン達成による収入
が得られた際、自社臨床試験のステージアップが達成された場合などに、その規模、内容に基づき、各取締役（監査等委員である取締役を除く）
の貢献度を勘案して支払額を決定します。

また、取締役（監査等委員である取締役を除く）に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると共に、対象取締役と株主の皆
様との一層の価値共有を進めることを目的として、株式報酬を支給します。その額は固定報酬とのバランスを取りながら決定します、今後、報酬総
額に占める株式報酬の割合を高めていく予定です。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――



【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

取締役の報酬等の総額は、事業報告及び有価証券報告書で開示しております。また、事業報告及び有価証券報告書を当社ウェブサイト（https://
www.carnabio.com/japanese/ir/）において掲載しておりますので、ご参照ください。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等を、2021年１月21日開催の取締役会において決議し、2024年4月18日開催の取締役
会において改定しております。この改定は、2024年3月26日開催の定時株主総会において事後交付型業績連動型株式報酬制度（パフォーマンス・
シェア・ユニット制度）を導入し、譲渡制限付株式報酬制度を廃止したことに伴うものです。

1. 基本方針

当社の取締役の報酬は、優秀な人材の確保および当社の企業価値の向上と持続的成長に向けた業務遂行のインセンティブとして十分に機能す
るようにすることを基本方針として決定する。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬については固定報酬としての基本報酬、業績連動
報酬および株式報酬を支給し、監督機能を担う取締役（監査等委員）については、固定報酬を支給することとする。

2. 個人別の固定報酬の決定に関する方針

取締役の固定報酬は、同業他社等との比較、利用可能な外部専門機関による経営者報酬の調査データを踏まえた上で、個々の職務と責任に応
じた額とする。

3. 業績連動報酬等の額の決定方針および個人別の報酬等の額の決定方針

業績連動報酬は、当社の事業が大きく進展した際、例えば、当社パイプラインの導出による契約一時金収入あるいはマイルストーン達成による収
入が得られた際、自社臨床試験のステージアップが達成された場合などに、その規模、内容に基づき、各取締役（監査等委員である取締役を除
く。）の貢献度を勘案して支払額を決定する。

4. 株式報酬の額の決定方針および個人別の報酬等の額の決定方針

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると共に、対象取締役と株主の
皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、事後交付型業績連動型株式報酬（パフォーマンス・シェア・ユニット、以下「PSU」という。）を支
給する。PSUにおいては、PSU付与時に、取締役会において、当社の財務または株価等の数値目標、その評価期間（3年間から5年間）及び評価
期間内に当該数値目標を達成した場合に取締役に付与する株式数を設定する。PSUにより交付する株式数は固定報酬とのバランスを取りながら
決定するが、今後、報酬総額に占める株式報酬の割合を高めていく予定である。

5. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

取締役の個人別の固定報酬額、業績連動報酬額および株式報酬の額については取締役会で代表取締役社長に一任することを決議した上で決
定する。

【社外取締役のサポート体制】

社外役員との窓口は経営管理本部が行っており、議案の事前説明、資料の事前送付等必要なサポートを行っております。



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、さらなる監視体制
の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2020年3月26日の定時株主総会の決議により監査役会設置会社から監査
等委員会設置会社へ移行しております。

・取締役会について

取締役会は、本報告書提出日現在で9名の取締役（うち、社外取締役4名）で構成しております。取締役の9名のうち4名を社外取締役とすること
で、社外の多角的な視点を取り入れたうえで、重要な意思決定を行うことができる仕組みを構築しております。

定時取締役会は月1回、臨時取締役会は必要に応じ随時開催し、当社グループの業務執行に関する意思決定を行い、取締役の職務執行を監督
します。

・監査等委員会について

監査等委員会は監査等委員である取締役4名(4名全員が社外取締役、うち1名は常勤監査等委員)で構成されております。

監査等委員会は、毎月1回、定例の監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時の監査等委員会を開催し、監査等委員会で定めた監査方
針及び監査計画に従い、各部門の現状及び経営課題の聴取、監査状況の確認及び協議を行うほか、内部監査室及び会計監査人とも連携し、監
査の有効性並びに効率性を高め、経営の適法性や効率性について総合的に監査する機関となります。2025年度は監査等委員会を15回開催し、
監査等委員2名がすべての監査等委員会に出席しており、1名が14回出席しております。また、各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査の
方針、業務分担に従い、取締役会、マネージメント会議及びその他の重要会議に出席するほか、取締役及び内部監査室からの報告内容の検証、
会社の業務及び財産の状況に関する調査等を行い、必要に応じて取締役及び取締役会に意見を表明する等、適宜、必要な業務監査及び会計監
査を厳正に実施いたします。なお、監査等委員は全員が社外取締役であることから、社外の独立した立場から経営に対する監査を行うことで、経
営の透明性並びに公平性を一層高めております。なお、2026年3月25日開催の第23回定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である社外取
締役1名が任期満了に伴い退任しましたが、新たに２名選任されたましたので、本報告書提出時点では、監査等委員である社外取締役は前期より
1名増となり4名となっております。

・マネージメント会議について

当社は、社内取締役、幹部社員(部長職)及び常勤監査等委員から構成されるマネージメント会議を設置し、定期的に開催しております。マネージ
メント会議は、取締役会で決定した基本方針に基づき、全社並びに各部門の経営課題等を審議するとともに、業務執行に係る協議並びに報告が
適宜行われ、効率的な執行管理が行われております。なお、マネージメント会議で行われた業務執行に係る重要な協議及び報告の内容は、取締
役会にて報告されております。

・会計監査人について

当社は会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任しており、同監査法人より適切な監査が実施され、会計処理の透明性と正確性の向上
に努めております。

・責任限定契約について

当社は、定款に基づき、社外取締役との間で会社法第427条第1項の定めによる、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締
結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める額としております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、さらなる監視体制
の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2020年3月26日の定時株主総会の決議により監査役会設置会社から監査
等委員会設置会社へ移行いたしました。

取締役会は、経営の重要事項に関する意思決定及び取締役の職務執行の監督機関として機能しており、監査等委員会は、取締役の職務執行を
監査する体制となっています。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定 利便性を考えて会場の選定をおこない、集中日を回避して総会日を決定しております。

電磁的方法による議決権の行使
株主による議決権行使の利便性等を考慮し、株主名簿管理人が用意するシステムを用い
て電磁的方法により議決権の行使ができるようにしております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
ディスクロージャーポリシーとして、ディスクロージャーの目的、基本姿勢、基準
及びその方法等について、当社ホームページに掲載しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催

株主総会後および第2四半期決算発表後に個人投資家向け説明会を開催して
おります。

2025年は3月25日と8月20日に開催し、代表取締役社長が当社の経営方針、
事業の進捗等について説明を行いました。また、10月23日にも他社との合同セ
ミナーに代表取締役社長が登壇し、同様の説明を行いました。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

年度末決算および第2四半期決算発表後に、アナリスト・機関投資家向け説明
会を開催しております。

2025年は2月13日、8月7日に代表取締役社長が決算内容、事業の進捗等につ
いて説明を行いました。

あり

IR資料のホームページ掲載

当社ホームページに株主・投資家向けサイト「IR情報」を設けており、ＩＲ資料
（決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書および四半期報
告書、会社説明会資料、コーポレート・ガバナンスの状況、株主総会の招集通
知）を掲載しております。

また、決算情報及び重要な公表内容については英訳版を掲載し、広く公表内
容の周知に努めております。

IRに関する部署（担当者）の設置
経営管理本部経営企画部がIRを担当し、経営管理本部長がＩＲ担当役員として
ＩＲ活動を統括しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

ステークホルダーに対する公平かつ適切な適時開示を行うことを方針としております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社及び当社子会社（以下「当社グループ」という）が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した事項の概要は以下のと
おりであります。この基本方針に基づき、内部統制の整備、構築を図り、コーポレート・ガバナンスの推進に努めてまいります。

1. 取締役、使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

コンプライアンス体制に関する規程を制定し、当社グループの取締役、使用人が、法令・定款および規程を遵守した行動を取るための行動規範を
定める。経営管理本部は、当社グループのコンプライアンスの取り組みを統括する。内部監査室は、監査等委員会、経営管理本部と連携の上、
「内部監査規程」により、当社グループの内部監査を実施し、コンプライアンスの状況を監査する。内部監査室は、必要に応じ、取締役会にコンプ
ライアンスの状況を報告する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

「文書管理規程」に従い、当社グループの取締役の職務執行に係わる情報を文書に記録し、保存する。当社取締役は、常時、これらの文書を閲覧
できるものとする。該当文書には、株主総会議事録、取締役会議事録、マネージメント会議議事録、稟議書、重要な契約書類が含まれる。上記に
係わる電子化された情報の管理については、情報システムに関する規程に従い行う。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

債権回収リスク、特許リスク、情報セキュリティリスク等の当社グループの事業リスクについては、それぞれの担当部署にて調査、ガイドラインの制
定、マニュアルの作成等を行う。自然災害のような純粋リスクに係わる組織横断的リスクの監視および当社グループ全体に関する対応は、経営管
理本部が行うものとする。内部監査室は、リスク管理状況を把握し、必要に応じ取締役会に報告する。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、取締役会を月１回定時に開催するほか、必要に応じ適宜、臨時に開催する。迅
速な意思決定のため、必要に応じて、書面または電磁的記録により決議を行う。当社グループの業務の執行に関する報告を定期的に求めるとと
もに、取締役会の決定に基づく業務執行については、社内取締役、幹部社員（部長職）を構成員とするマネージメント会議を定期的に開催し、

当社グループの執行管理を効率よく行う。「組織規程」、「職務分掌規程」、「職務権限規程」等により、取締役だけでなく、社員を含む当社グループ
全体の組織が効率的に執行されるようにする。

5. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項

監査等委員会がその職務を補助すべき取締役または使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議の上、経営管理本部担当
取締役または所属部員を、監査等委員会を補助すべき取締役および使用人として指名することができる。

6. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性ならびに指示の実効性

に関する事項

監査等委員会が指定する補助すべき期間中は、指名された取締役または使用人への指揮権は監査等委員会に移譲されたものとし、他の取締役
（監査等委員である取締役を除く。）の指揮命令は受けないものとする。

7. 取締役および使用人が監査等委員会に報告をするための体制

当社グループの取締役および使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項および不正行為や重要な法令ならびに定款違反
行為を認知した場合の他、取締役会に付議する重要な事項と重要な報告事項、マネージメント会議その他重要な会議の決定事項、重要な会計方
針・会計基準およびその変更、内部監査の実施状況、重要な月次報告、その他必要な重要事項を、法令および「監査等委員会規程」ならびに「監
査等委員会監査等基準」等の社内規程に基づき監査等委員会に報告するものとする。

また、当社は監査等委員会に対し報告を行った当社グループの取締役および使用人について、報告を行ったことを理由として不利益な扱いを行う
ことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底するものとする。

8. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会およびマネージメント会議等、重要会議に出席するととも
に、稟議書類等の業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人に説明を求めることとする。ま
た、「監査等委員会規程」および「監査等委員会監査等基準」に基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、監査等委員会は内
部監査室および会計監査人と緊密な連携を保ちながら自らの監査成果の達成を図る。

また、当社は、監査等委員がその職務の執行にあたり必要な費用は、監査等委員の請求に基づき適切に手続きを行う。

9. 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社グループは、金融商品取引法および関連諸法令に従い、財務報告に係る内部統制を整備し、適切な運用に努めることにより、財務報告の信
頼性を確保する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然として対応し、違法行為や反社会的行為には一切関わらず、名
目の如何を問わず、反社会的勢力に対し、経済的利益を含む一切の利益を供与しないことを「倫理規程」に定め、これを基本方針とする。

また、当社は、所轄の警察署、暴力団追放センターおよび顧問弁護士等、外部の専門機関と緊密に連携し、反社会的勢力に関する情報の収集を
行い、万が一、反社会的勢力からのアプローチがあった場合には、経営管理本部を対応統括部署として、組織的にかつ速やかに対応する。



Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社グループの適時開示体制の概要は以下の通りです。

1. 適時開示の基本方針について

当社は、「金融商品取引法」及び東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」等を遵守し、株主及び投資家、顧客等のステークホルダーに対し
て、公正かつ適時適切に開示を行う方針です。

2. 適時開示のための社内体制

(1)適時開示に関する体制

・情報開示担当役員（統括情報管理責任者）： 経営管理本部長

・情報開示担当部署：経営管理本部経営企画部

・開示委員会：社内取締役、常勤監査等委員及び各部門責任者等で構成し開示すべき事象の判断、開示内容の検討等を行う

(2)適時開示に係る社内規程

当社では、内部情報の集約、管理の徹底を図る目的で、「内部者取引防止規程」を制定し、会社情報の適切な管理や外部への漏洩防止に努めて
おります。また、本規程においては、情報開示担当役員（統括情報管理責任者）が各部門の持つ会社情報を迅速に集約することを規定しておりま
す。また、「法定開示、適時開示およびPR情報開示規程」を制定し、株主及び投資家の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を行
なうための社内体制、開示方法及び開示手続き等について定めております。

(3)適時開示を要する情報が一元的に集約、管理される体制

当社は、取締役会等で決定された決定事実及び発生事実並びに決算情報等の重要な会社情報が発生した場合、発生部署から情報開示担当役
員（統括情報管理責任者）に情報が集約、管理される体制を採っております。」

(4)会社情報の適時開示について

a.決定事実に関する情報開示

取締役会が決定した決定事実に関する情報は、速やかに情報開示担当役員（統括情報管理責任者）により適時開示の重要性の判断及び情報開
示の要否検討を行い、適時開示が必要な場合は、情報開示担当役員（統括情報管理責任者）の承認後、適時開示が行われます。なお、適時開
示内容は、取締役会において報告することを原則としています。

b.発生事実に関する情報開示

各部門が把握した発生事実は、速やかに情報開示担当役員（統括情報管理責任者）に集約され、当該役員による適時開示の重要性の判断及び
情報開示の要否検討を行い、さらに開示委員会を開催し検討を行なった上で、適時開示が必要な場合は、情報開示担当役員（統括情報管理責任
者）の承認後、適時開示が行われます。なお、適時開示内容は、取締役会において報告することを原則としています。

c.決算に関する情報開示

経営管理本部経理部で作成された財務諸表及び決算情報は、一旦、経営管理本部経営企画部に適時開示資料として集約されるとともに、関係
部署からの業績情報を入手のうえ、適時開示文書が作成され、情報開示担当役員（統括情報管理責任者）の承認後、適時開示が行われます。ま
た、業績予想の修正については、経営管理本部において取りまとめられた決算情報に基づき、情報開示担当役員（統括情報管理責任者）が適時
開示の重要性の判断及び情報開示の要否検討を行ったうえで、業績予想の修正の必要がある場合は、情報開示担当役員（統括情報管理責任
者）の承認後、適時開示が行われます。なお、適時開示を行う場合は、取締役会において報告することを原則としています。




